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 令 和 ８ 年 度  寝 屋 川 市 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業  

（ つ ど い の 広 場 ） 運 営 団 体 募 集 要 領  

 

１  業 務 目 的  

 少 子 化 や 核 家 族 化 の 進 行 、 地 域 社 会 の 変 化 な ど 、 こ ど も や 子 育

て を め ぐ る 環 境 が 大 き く 変 化 す る 中 で 、 家 庭 や 地 域 に お け る 子 育

て 機 能 の 低 下 や 子 育 て 中 の 親 の 孤 独 感 や 不 安 感 の 増 大 等 に 対 応 す

る た め 、 地 域 に お い て 子 育 て 親 子 の 交 流 等 を 促 進 す る 子 育 て 支 援

拠 点 （ つ ど い の 広 場 ） を 設 置 す る こ と に よ り 、 地 域 の 子 育 て 支 援

機 能 の 充 実 を 図 り 、 子 育 て の 不 安 感 等 を 緩 和 し 、 こ ど も の 健 や か

な 育 ち を 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  履 行 期 間  

 令 和 ８ 年 10 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で  

 

３  業 務 内 容  

 別 添 「 令 和 ８ 年 度 寝 屋 川 市 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 （ つ ど い の

広 場 ） 委 託 仕 様 書 」 の と お り  

 

４  委 託 料  

3,896,000 円  

（ 令 和 ８ 年 度 分 ： 令 和 ８ 年 10 月 １ 日 ～ 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ）  

  ※  上 記 委 託 料 は 、 令 和 ７ 年 度 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 補 助 金

交 付 要 綱 に 基 づ き 算 出 し て お り 、 令 和 ８ 年 度 改 正 に よ り 変 更

と な る 場 合 が あ る 。 ま た 、 令 和 ９ 年 度 以 降 の 委 託 料 に つ い て

は 、 議 会 の 議 決 を 経 て 正 式 に 決 定 す る も の と す る 。  

 

５  実 施 場 所  

  市 で は、 現 在 、 安 心 し て 子 ども を 産 み 育 て や す い ま ち を 目 指 し

て 、12 中 学 校 区 に １ か 所 ず つ 、子 育 て 支 援 拠 点（ 子 育 て 親 子 の 交

流 す る 場 所 ）を 設 置 し て い る 。令 和 ８ 年 10 月 よ り 募 集 す る つ ど い

の 広 場 事 業 の 実 施 場 所 と し て 、① 第 五 中 学 校 区 、② 第 八 中 学 校 区 、

③ 第 九 中 学 校 区 、 ④ 第 十 中 学 校 区 、 ⑤ 中 木 田 中 学 校 区 の ５ つ の 中

学 校 区 内 で 各 １ か 所 ず つ 、 つ ど い の 広 場 事 業 を 運 営 す る に 当 た り 、

下 記 の 条 件 に 該 当 す る 場 所 に お い て 、 つ ど い の 広 場 事 業 を 開 設 す

る こ と 。  

⑴  第 五 中 学 校 区 、第 九 中 学 校 区 及 び 中 木 田 中 学 区 域 内 に お い て 、 

公 共 施 設 内 の ス ペ ー ス 、 商 店 街 の 空 き 店 舗 、 公 民 館 、 公 営 の 児

童 館 、 学 校 の 余 裕 教 室 、 子 育 て 支 援 の た め の 拠 点 施 設 、 民 家 、

マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト の 一 室 等 、 子 育 て 親 子 が 集 う 場 と し て 適
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し た 場 所  

 ⑵  複 数 の 場 所 で は な く 拠 点 と な る 場 所 と 定 め る こ と 。  

⑶  第 八 中 学 校 区 は 、 府 営 寝 屋 川 春 日 住 宅 に て 実 施 す る こ と と す  

る 。こ の 場 合 、令 和 ８ 年 度 下 半 期 分（ 10 月 ～ ３月 分 ）の 団 地 内

施 設 使 用 料 (共 益 費 含 む ） 221,250 円 及 び 駐 車 場 賃 借 料 48,000

円 を 発 注 者 が 指 定 す る 期 日 ま で に 納 入 す る こ と 。  

⑷  第 十 中 学 校 区 は 、 寝 屋 川 市 立 三 井 小 学 校 内 の 教 室 に て 実 施 す

る こ と 。  

⑸  概 ね 10 組 程 度 の 親 子 が 一 度 に 利 用 し て も 差 し 支 え な い 程 度

の 広 さ を 確 保 す る こ と 。  

⑹  授 乳 コ ー ナ ー 、 流 し 台 、 ベ ビ ー ベ ッ ド 、 遊 具 そ の 他 乳 幼 児 を

連 れ て 利 用 し て も 支 障 が 生 じ な い よ う な 設 備 を 有 す る こ と 。  

 

６  申 込 資 格 要 件  

 本 事 業 を 実 施 可 能 な 法 人 （ 社 会 福 祉 法 人 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人

又 は 民 間 事 業 者 等 ）  

⒧  公 告 の 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て 、寝 屋 川 市 建 設 工 事

等 指 名 停 止 要 綱（ 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 制 定 ）に 基 づ く 指 名 停 止の

措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑵  公 告 の 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て 、 寝 屋 川 市 暴 力 団 排

除 措 置 要 綱 （ 平 成 23 年 ３ 月 11 日 制 定 ） に 基 づ く 入 札 参 加 除 外

の 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑶  公 告 の 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て 、 寝 屋 川 市 暴 力 団 排

除 条 例 （ 平成 25 年 寝 屋 川 市 条 例 第 20 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 暴

力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 で な い こ と 。  

⑷  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭和 22 年 政 令第 16 号 ）第 167 条の ４ の

規 定 の い ず れ に も 該 当 し て い な い こ と 。  

⑸  会 社 更 生 法（ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ）に 基 づ く 更 生 手 続 開 始

の 申 立 て を し て い る 者 で な い こ と 。  

⑹  民 事 再 生 法（ 平 成 11 年 法 律 第 225 号 ）に 基 づ く 再 生 手 続 開 始

の 申 立 て を し て い る 者 で な い こ と 。  

⑺  破 産 法 （ 平 成 16 年 法 律 第 75 号 ） に 基 づ く 破 産 手 続 開 始 の 申

立 て を し て い る 者 で な い こ と 。  

 

７  応 募 事 業 者 の 公 募 （ 実 施 の 公 表 ）  

  市 ホ ー ム ペ ー ジ「 令 和 ８ 年 度 寝 屋 川 市 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業

（ つ ど い の 広 場 ） 運 営 団 体 申 込 」 に 掲 載 し て い る 事 業 者 募 集 に つ

い て 公 募 す る 。  
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８  申 込 書 審 査 、 審 査 結 果 通 知 及 び 事 業 計 画 書 等 の 提 出 依 頼  

  応 募 事 業 者 の 参 加 資 格 要 件 を 審 査 し 、 審 査 結 果 等 を 次 の と お り

通 知 す る 。  

 ⑴  応 募 事 業 者 に つ い て 参 加 資 格 を 有 す る と 認 め た 者  

   「 応 募 資 格 審 査 結 果 通 知 書  兼  事 業 計 画 書 等 提 出 依 頼 書 」  

  に よ り 、応 募 資 格 要 件 を 満 た し て い る こ と を 通 知 す る と と も に 、 

事 業 計 画 書 等 の 提 出 を 依 頼 し 、 寝 屋 川 市 つ ど い の 広 場 事 業 運 営

団 体 選 定 委 員 会 （ ７ 月 予 定 ） の 案 内 を す る 。  

 

【 応 募 事 業 者 の 参 加 資 格 等 の 審 査 に 係 る 内 容 、 提 出 方 法 】  

 内 容  様 式  

⑴ 提 出 書 類  

① 令 和 ８ 年 度  寝 屋 川 市 地 域 子 育 て 支 援

拠 点 事 業（ つ ど い の 広 場 ）運 営 団 体 募 集

に 係 る 参 加 申 込 書  

様 式 １  

② 団 体 等 概 要 票  

※ １  直 近 年 度 の ４ 月 １ 日 時 点 で 記 入 し

て く だ さ い 。  

※ ２  法 人 規 約 、 会 則 、 定 款 等 組 織 上 の

ル ー ル を 記 し た も の 、直 近 年 度 の 団 体 等

の 収 支 を 記 し た も の を 添 付 し て く だ さ

い 。  

様 式 ２  

③ 業 務 実 績 調 書  様 式 ３  

⑵ 提 出 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 17 日

（ 水 ） 午 後 ５ 時 30 分 ま で  

⑶ 提 出 方 法  寝 屋 川 市 ホ ー ム ペ ー ジ 「 令 和 ８ 年 度 寝 屋 川 市 地 域

子 育 て 支 援 拠 点 事 業 （ つ ど い の 広 場 ） 運 営 団 体 申

込 」 よ り 、 電 子 申 請  

 

【 応 募 申 込 書 等 の 内 容 、 提 出 方 法 】  

 内 容  様 式  

⑴ 提 出 書 類  

① 事 業 計 画 書 等 提 出 届  様 式 ６  

② 事 業 計 画 書  様 式 14 

③ 事 業 実 施 場 所 の 平 面 図 （ 任 意 様 式 ）   

④ 団 体 等 概 要 表  様 式 ２  

⑤ 業 務 実 績 調 書  様 式 ３  

⑥ 誓 約 書 ・ 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  様 式 ７  

⑦ 業 務 実 施 体 制 調 書  様 式 ８  

⑧ 管 理 者 調 書  様 式 ９  

⑨ 担 当 者 調 書  様 式 10 
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⑩ 事 業 予 算 書  様 式 15 

⑵ 提 出 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 30 日

（ 火 ） 午 後 ５ 時 30 分 ま で  

⑶ 提 出 方 法  寝 屋 川 市 ホ ー ム ペ ー ジ 「 令 和 ８ 年 度 寝 屋 川 市 地 域

子 育 て 支 援 拠 点 事 業 （ つ ど い の 広 場 ） 運 営 団 体 申

込 」 よ り 、 電 子 申 請  

※ １  様 式 ７ に つ い て は 、 第 八 中 学 校 区 (府 営 寝 屋 川 春 日 住 宅 )、 第

十 中 学 校 区 (寝 屋 川 市 立 三 井 小 学 校 )に つ い て は 不 要 。  

※ ２  つ ど い の 広 場 事 業 実 施 予 定 場 所 に つ い て は 、 契 約 候 補 者 と し

て 選 定 さ れ た 場 合 、 賃 貸 借 契 約 を 締 結 す る 際 に 、 貸 主 か ら の 使

用 許 可 を 得 て 、 誓 約 書 を 提 出 の こ と 。  

  

⑵  参 加 資 格 が な い と 認 め た 者  

  「 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書 」 に よ り 、 参 加 資 格 要 件 を 満 た し  

て い な い た め 、 本 事 業 者 募 集 の 参 加 は 認 め ら れ な い 旨 を 通 知  

す る 。  

 

９  つ ど い の 広 場 事 業 運 営 団 体 募 集 に 係 る 説 明 会  

  下 記 の 日 程 で 、 つ ど い の 広 場 事 業 運 営 団 体 募 集 に 係 る 説 明 会 を

実 施 す る 。  

 

説 明 会 日 時  令 和 ８ 年 ６ 月 15 日 (月 )午 後 ３ 時  

場  所  
住  所  〒 572-0043 大 阪 府 寝 屋 川 市 錦 町 ８ 番 13 号  

施 設 名  寝 屋 川 市 立 子 育 て リ フ レ ッ シ ュ 館  

問 合 せ  

所 管 課  こ ど も 部  子 育 て 支 援 課  

電  話  072-800-3885 

E-mail  kosodate@city.neyagawa.osaka.jp 

担 当 者  宮 原 、 三 河 、 岩 本  

※  な お 、 開 設 予 定 場 所 と し て 、 第 八 中 学 校 区 （ 府 営 寝 屋 川 春 日 住

宅 ） 又 は 、 第 十 中 学 校 区 （ 寝 屋 川 市 立 三 井 小 学 校 内 の 教 室 ） の 見

学 を 希 望 す る 場 合 は 、 説 明 会 で 申 し 出 る こ と 。  

 

10 質 疑 回 答  

  事 業 計 画 書 等 に 係 る 質 疑 は 、 下 記 の と お り と す る 。  

質 疑 受 付 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 (月 )か ら ６ 月 17 日 （ 水 ）  

午 後 ５ 時 30 分  

質 疑 回 答  令 和 ８ 年 ６ 月 23 日 （ 火 ）  

質 疑 方 法  
子 育 て 支 援 課 宛 に メ ー ル で 、質 疑 を 送 付 す る こ と 。

質 疑 が な い 場 合 も 、応 募 を 検 討 す る 場 合 は 、空 メ ー
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ル を 、 子 育 て 支 援 課 宛 に 送 付 す る こ と 。  

回 答 方 法  
質 疑 等 を 行 っ た 団 体 等 に 、 一 斉 に メ ー ル で 回 答 す

る 。  

問 合 せ  

所 管 課  こ ど も 部  子 育 て 支 援 課  

電  話  072-800-3885 

E-mail  kosodate@city.neyagawa.osaka.jp 

担 当 者  宮 原 、 三 河 、 岩 本  

 

11 契 約 候 補 者 の 選 定 方 法  

 ⑴  事 業 計 画 書 等 審 査  

「 寝 屋 川 市 つ ど い の 広 場 事 業 運 営 団 体 選 定 委 員 会 規 則 」 に 基

づ く 選 定 委 員 会 に お い て 、 採 点 基 準 表 に 基 づ き 提 案 内 容 を 公 平

か つ 客 観 的 に 評 価 し 、 最 適 な 委 託 事 業 者 を 選 定 す る た め 、 応 募

事 業 者 の 事 業 計 画 等 書 類 を 受 け 、 ヒ ア リ ン グ を 実 施 し 、 評 価 基

準 に 基 づ き 総 合 的 に 審 査 及 び 評 価 を 行 う 。  

上 記 の 手 続 き の 結 果 、 契 約 候 補 者 及 び 次 点 者 を 選 定 す る 。  

⑵  選 定 委 員 は、事 業 計 画 書 の 内 容 に つ い て 、「寝 屋 川 市 つ ど い の

広 場 事 業 運 営 団 体 業 務 委 託 評 価 基 準 表 （ 以 下 「 評 価 基 準 表 」 と

い う 。） に 基 づ き 、 応 募 事 業 者 ご と に 採 点 を 行 う 。  

⑶  「 評 価 基 準 表 」 の 評 価 項 目 ご と に 採 点 し 、 合 計 点 数 の 満 点 は

100 点 で あ る 。  

⑷  「 事 業 計 画 」 と 「 応 募 事 業 者 の 実 績 及 び ヒ ア リ ン グ 」 を 合 算

し た 評 価 点 が 満 点 （ 100 点 ） の ６ 割 （ 60 点 ） に 満 た な い 又 は、

選 定 委 員 の 評 価 点 に お い て １ 項 目 で も ０ 点 の 採 点 が あ っ た 場 合

は 対 象 外 と す る 。 選 定 委 員 ご と に 評 価 点 が 高 い 応 募 事 業 者 順 に

順 位 を つ け る 。 同 点 の 場 合 は 上 位 順 位 で 同 順 位 と す る 。  

⑸  総 合 点 が 一 番 高 い 事 業 者 が ２ 者 以 上 あ る と き （ 同 点 の と き ）

は 、 そ の 中 で 、 評 価 項 目 「 事 業 計 画 」 の 項 目 の 評 価 点 が 高 い 者

を 候 補 者 と し 、 そ の 評 価 点 も 同 点 の 場 合 は 、 評 価 項 目 「 地 域 支

援 の 取 組 」 の 評 価 点 が 高 い 者 を 候 補 者 と す る 。 な お 、 ど ち ら の

項 目 も 同 点 の 場 合 は 、「 休 日 に お け る 育 児 参 加 促 進 の た め の 講 習

会 の 実 施 へ の 支 援 」 の 高 い 者 を 候 補 者 と す る 。  

  

【 選 定 委 員 会 委 員 】  

寝 屋 川 市 つ ど い の 広 場 事 業 運 営 団 体 選 定 委 員 会 規 則 （ 平 28 規

則 ５ ・平 29 規 則 31・ 令 ２ 規則 37・ 令 ５ 規 則 ８ ・ 一 部 改 正 ） 第 ２

条 に 基 づ き 、 委 員 ６ 人 以 内 で 組 織 す る 。  
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 選 定 委 員  

１  学 識 経 験 を 有 す る 者  

２  こ ど も 部 長  

３  こ ど も 部 子 育 て 支 援 課 の 課 長 の う ち 、 子 育 て 支 援 に 関 す る

事 務 を 担 当 す る も の  

４  こ ど も 部 子 育 て 支 援 課 の 課 長 の う ち 、 母 子 保 健 に 関 す る 事

務 を 担 当 す る も の  

５  寝 屋 川 市 立 保 育 所 の 所 長  

 

12 選 定 の 手 順  

 ⑴  書 類 審 査  

   寝 屋 川 市 つ ど い の 広 場 事 業 運 営 団 体 選 定 委 員 会 で 事 業 計 画 書

の 内 容 、 ヒ ア リ ン グ の 内 容 等 を 書 類 審 査 し 、 高 い 評 価 を 得 た 企

画 提 案 者 を 契 約 候 補 者 等 と し て 選 定 す る 。  

 【 選 定 委 員 会 実 施 日 】 令 和 ８ 年 ７ 月 予 定  

 ⑵  審 査 結 果 通 知  

  ア  契 約 候 補 者 へ の 通 知  

「 契 約 候 補 者 選 定 委 員 会 審 査 結 果 に つ い て（ 通知 ）」に よ り

通 知 す る 。  

  イ  次 点 者 へ の 通 知  

「 契 約 候 補 者 選 定 委 員 会 審 査 結 果 に つ い て（ 通知 ）」に よ り

通 知 す る 。  

  ウ  上 記 ア 及 び イ 以 外 の 者 へ の 通 知  

「 契 約 候 補 者 選 定 委 員 会 審 査 結 果 に つ い て（ 通知 ）」に よ り

通 知 す る 。  

 

13 契 約 候 補 者 の 公 表 方 法  

契 約 候 補 者 の 選 定 結 果 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 ホ ー ム

ペ ー ジ で 公 表 す る 。  

⑴  業 務 名  

⑵  業 務 概 要  

⑶  所 管 課 名  

⑷  契 約 候 補 者 を 選 定 し た 日  

⑸  契 約 候 補 者 の 名 称 及 び 所 在 地  

⑹  そ の 他 必 要 な 事 項  

 

14 契 約 締 結 手 続  

  契 約 候 補 者 と の 協 議 が 整 い 次 第 、 速 や か に 契 約 の 手 続 を 進 め る 。 

  た だ し 、 契 約 候 補 者 が 、 契 約 を 辞 退 し た 場 合 又 は 参 加 資 格 要 件  
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を 満 た さ な く な っ た 場 合 は 、 次 点 者 と 契 約 の 手 続 を 進 め る 。  

 

15 そ の 他 周 知 事 項  

⑴  応 募 に 係 る 費 用 は 、 全 て 応 募 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  提 出 期 限 以 降 の 書 類 の 差 し 替 え 及 び 修 正 は 認 め な い 。  

⑶  提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 は 、 応 募 を 無 効 と す る と と  

も に 、 指 名 停 止 措 置 を 行 う 場 合 が あ る 。  

⑷  提 出 書 類 は 返 却 し な い も の と す る 。（ 書 類 は適 正 に 処 理 し 、２  

次 使 用 は し な い ）  

⑸  本 選 定 手 続 き に 係 る 情 報 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 寝 屋 川 市  

情 報 公 開 条 例 に 基 づ い て 提 出 書 類 を 開 示 す る 。  

 

 

16 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル  

日 程  内 容  

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 （ 月 ）  事 業 者 募 集 の 開 始 （ 実 施 の 公 表 ）  

 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日（ 月 ）か

ら 令 和 ８ 年 ６ 月 17 日（ 水 ）

午 後 ５ 時 30 分 ま で  

 

・ 応 募 事 業 者 の 申 込 書 等 の 受 付  

・ 質 疑 等 の 受 付  

令 和 ８ 年 ６ 月 15 日 （ 月 ）  事 業 者 説 明 会  

令 和 ８ 年 ６ 月 19 日 （ 金 ）  

・ 参 加 資 格 審 査 結 果 の 通 知  

・ 事 業 計 画 書 等 の 提 出 依 頼  

・ 応 募 事 業 者 の 申 込 書 の 受 付 開 始  

令 和 ８ 年 ６ 月 23 日 （ 火 ）  質 疑 の 回 答  

令 和 ８ 年 ６ 月 30 日 （ 火 ）  事 業 計 画 書 等 の 提 出 （ 締 切 ）  

令 和 ８ 年 ７ 月 （ 予 定 ）  
契 約 候 補 者 等 の 選 定 （ 選 定 委 員 会 審 査 ）  

※ 契 約 候 補 者 及 び 次 点 者 を 選 定  

令 和 ８ 年 ７ 月 末 （ 予 定 ）  審 査 結 果 の 通 知  

令 和 ８ 年 ９ 月 初 旬（ 予 定 ） 契 約 手 続 の 開 始 、 契 約 候 補 者 の 公 表  
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17 採 点 基 準 表  

⑴   つ ど い の 広 場 の 基 本 情 報 の 評 価 （ 10 点 /100 点 ）  

 

 

  

2 別紙仕様書に基づき、委託目的に沿っている

合計 10点

5点

配点

1
つどいの広場の開設日数、開設時間
（開設曜日、時間帯、広さ）

5点

ＮＯ 評価項目 評価の視点

つどいの広場の活動方針
（基本的な考え方、当該団体が実施
することによる効果）

つどいの広場の
基本情報

評価基準

別紙仕様書に基づき、開設日時が土曜日か日
曜日を含む週５日かつ５時間以上であり、親子
10組が入れる広さを満たしている
（保育所のほふく室は幼児一人あたり3.3㎡必
要、現在つどいの広場最小面積は35.4㎡）
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⑵   つ ど い の 広 場 の 事 業 計 画 の 評 価 （ 80 点 /100 点 ）  

 

1
別紙仕様書に基づき、仕様内
容に沿って交流の場の設置、
交流を深める取り組みを行う

2
別紙仕様書に基づき、仕様内
容に沿って子育て親子の相談・
援助を行う

3
別紙仕様書に基づき、仕様内
容に沿って地域の子育て関連
情報の提供を行う

4
別紙仕様書に基づき、仕様内
容に沿って、月１回の講習等を
行う

つどいの広場の事
業計画

10点

【基本事業】
地域の子育て関連情報の提供

10点

【基本事業】
子育て親子の交流の場の提供と交流の促
進

10点

【基本事業】
子育て等に関する相談、援助の実施

ＮＯ 評価項目 評価の視点 評価基準 配点

【基本事業】
子育て及び子育て支援に関する講習等の
実施（月１回以上）

10点

5

【地域支援の取組】
地域全体で、こどもの育ち・親の育ちを支
援するため、地域の実情に応じ、地域に開
かれた運営を行い、関係機関や子育て支
援活動を実施する団体等と連携の構築を
図るため、以下のいずれかの取組を実施
する。
①高齢者・地域学生等地域の多様な世代
との連携を継続的に実施する取組
②地域の団体と協働して伝統文化や習
慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に
支援する取組
③地域ボランティアの育成、町内会、子育
てサークルとの協働による地域団体の活
性化等地域の子育て資源の発掘・育成を
継続的に行う取組
④本事業を利用したくても利用できない家
庭に対して訪問支援等を行うことで地域と
のつながりを継続的に持たせる取組

10点
別紙仕様書に基づき、①～④
の事業のうち、いずれか１つを
行う
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ＮＯ 評価項目 評価の視点 評価基準 配点

10点

7

関係機関等との連携
　・気軽に相談できる実施手法となっ
ているか。
　・相談支援体制は十分か
　・他機関との連携についての考え方
は適切か。

5点

別紙仕様書に基づき、仕様内容に沿って、月
１回の講習等を行う

6

【休日における育児参加促進のため
の講習会の実施への支援】
両親等が共に参加しやすくなるよう
に、休日に育児参加促進に関する講
習会を実施する予定（概ね月２回以
上）

5点

80点

別紙仕様書に基づき、利用しやすい事業形態
となっており、新規利用者の増加が見込まれる
取組みがある

8

安全管理・危機管理
　・非常時の対応方法などマニュアル
を整備しているか。
　・職員への周知体制・防犯整備が
整っているか。

5点

9

個人情報の管理、苦情処理等の事務
処理体制
　・個人情報等の管理計画は十分か。
　・苦情処理の体制は整っているか。
　・適正な事務処理ができるか。

5点

つどいの広場の
事業計画

10

利用者の利用促進に向けた取り組み
について
　・利用しやすい事業形態となってい
るか。
　・新規利用者の増加が見込まれる取
組があるか。
　・特色ある独自の取組が行われてい
るか。

合計

別紙仕様書に基づき、近隣地域の子育て支援
拠点・その他関係機関と連携する

別紙仕様書に基づき、非常時の対応方法など
マニュアルを整備し職員に周知するなど安全
管理・危機管理に努めている

別紙仕様書に基づき、個人情報等の管理に関
するガイドライン等が整備されており、苦情処
理の体制についても整っている
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⑶  つ ど い の 広 場 の 事 業 者 団 体 の 運 営 内 容 等 の 評 価（ 10 点 /100 点 ） 

 
10点

2点

2
事業内容等について、団体の事業内容・
事業実績

5点

問題点がない

地域子育て支援拠点事業の実
績がある

1

事業者団体の
運営内容等につ

いて

事業内容等について、団体の事業予算書

3 事業内容等についてのヒアリング 事業内容が理解できる

合計

ＮＯ 評価項目 評価の視点 評価基準 配点

3点


